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１．経 緯

有明海の水産業は、アサリ、タイラギ、サルボウ等の採貝漁業やガザミ、クルマエビ等の漁船漁業など、多様
な漁業が行われており、また、大きな干満差と河川から流入する栄養塩を利用したノリ養殖が行われ、全国屈指
のノリの生産地となっています。

しかしながら、周辺の経済社会や自然環境の変化に伴い、海域の環境が変化し、赤潮や貧酸素水塊の発生等が
見られる中で、海面漁業生産は減少している状況にあります。

このようなことから、国民的資産である有明海等を豊かな海として再生させることを目的として、「有明海及
び八代海を再生するための特別措置に関する法律」が平成 年 月に施行されました。

この特別措置法により設置された「有明海・八代海総合調査評価委員会（以下「評価委員会」という。）」の
平成 年度の報告では、再生の目標において、二枚貝類等の生産性の回復を図り、ノリ養殖生産と二枚貝類等の
安定的な生産を確保すべきことが掲げられました。

このため、平成 年度から、有明海沿岸４県と国が協調した調査・実証等の取組を通じて有効な対策の検討を
行い、より効果的な漁場環境の改善に向けた事業の実施につなげ、二枚貝類等の資源回復の加速化を図るため、
毎年度、「有明海漁場環境改善連絡協議会」において漁業者の意見を伺いながら、①浮遊幼生調査、②漁場環境
改善の実証、③増養殖技術の開発、④漁場環境改善の事業といった取組を実施してきました。

その結果、アサリ等の浮遊幼生調査により、浮遊幼生の発生が確認される一方で、浮遊幼生や着底稚貝の絶対
数が少ない状況が明らかになりました。

また、タイラギについては、人工種苗の生産技術や移植等の技術に一定の進展が図られ、アサリについては、
採苗手法や食害防止の方法等について知見が蓄積されています。

平成 年３月には、新たに評価委員会の平成 年度の報告が取りまとめられ、再生方策として二枚貝の浮遊幼
生の輸送等のネットワークを把握したうえで、海域ごとの状況に応じ、①浮遊幼生の量を増やす、②着底稚貝の
量を増やす、③着底後の生残率を高める、の各ステージについて適切な対策を講ずることの重要性等が示されて
います。

２．４県協調の取組の考え方（令和３年４月～）

有明海におけるタイラギやアサリの広域的な浮遊幼生供給ネットワークによる再生産サイクルの形成に向けた
取組として、４県が協調し、豪雨災害等のリスクを踏まえ、安定したタイラギ母貝団地の造成、アサリ母貝量の
更なる確保等に取り組みます。特に、タイラギについては、有明海沿岸４県が連携した移植に向けて、種苗生産
の安定化を図るため、関係機関の緊密な連携体制を構築しつつ、人材育成や種苗生産・中間育成技術の開発に取
り組みます。

また、その他の魚種については、これまでの成果等に応じて、各県の関心の高い重要魚種への選択と集中によ
り、有明海における特産魚介類の資源回復に向けた取組を推進していきます。

有明海沿岸４県と国との取組体制

有明海の環境変化の原因究明に資する調査並びに漁場環境の改
善に関する調査及び現地実証について意見交換を行い、有明海再
生への道筋を明らかにするとともに、有明海の水産資源の回復、
海域環境の改善等、有明海沿岸４県が協調した具体的な取組の推
進を通じて、有明海の再生をめざす。

有明海漁場環境改善連絡協議会

【構成員】

漁連・漁協：有明海沿岸４県漁連会長等
関 係 県：有明海沿岸４県水産担当部局長
国 等：農村振興局、九州農政局、水産庁、

国立研究開発法人 水産研究・教育機構水産技術研究所
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【目的】

有明海漁場環境改善連絡協議会 検検索索

有明海沿岸４県と国が協調した有明海再生の取組
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（アサリの浮遊幼生の供給・着底関係の推定）

【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】

【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】

（パームヤシに付着したアサリ稚貝）

アサリの資源回復や保護を図っていくためには、産卵場や浮遊幼生の

着底場の把握が重要となります。

このため、有明海全域において浮遊幼生や着底稚貝の分布調査を行い

アサリの浮遊幼生シミュレーションモデルを構築することにより、有明

海における広域的な母貝団地間の浮遊幼生の相互供給関係や漁場全体へ

の浮遊幼生の供給状況を把握しました。

（アサリの生活史）

（浮遊幼生調査（県））

ここれれままででのの主主なな取取組組成成果果 １１ ４４

アサリ

浮遊幼生供給ネットワークの把握

移植・放流

パーム網袋による採苗

例）●点は福岡県地先から各県地先
●点は熊本県地先から各県地先へ
幼生が供給されることを示します。

（福岡県）

（アサリの移植・放流）

（試料分析等（国））

（パーム網袋設置）
アサリ稚貝の安定的な確保のため、軽量で作

業性がよいパーム網袋（パームヤシの実の繊維

を入れた網袋）を令和２年度に約 袋を

支柱に取り付け、福岡県内３箇所の漁場に設置

しました。いずれの漁場でも、アサリ稚貝の着

底が見られ、従来の砂利網袋に比べ単位面積当

たりの着底稚貝数が同等以上の採苗効果が確認

されています。

福岡県

（パーム網袋の設置場所）

（アサリ漁獲量の推移）

【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】

（福岡県）
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（万個体）

春季（４～６月）（４県調べ）
秋季（９～11月）（４県調べ）

漁獲量 トン
漁獲量（農林水産統計調べ）

（アサリの浮遊幼生観測合計数）

高密度に発生したアサリの母貝団地への移

植・放流による密度管理等の取組により、平成

年春季の推定資源量は平成 年（約 トン）

の約 倍（約１万２千トン）、平成 年の漁獲

量は平成 年（約 トン）の約 倍（約 ト

ン）に増加しました。その後、令和元年は、豪

雨の影響により減少しましたが、資源の早期回復に

向け、豪雨の影響を受けにくい母貝団地への移植

に取り組んでいます。

こうした取組により、令和元年秋には、４県

で調査開始 平成 年 以降、最大の浮遊幼生数

を観測し、令和２年春には特に福岡県において

多くの稚貝の発生を確認しました。
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●有明海沿岸４県ではタイラギ漁が休漁となっています。

●このため、有明海沿岸４県が協調して、これまで困難

とされてきた人工種苗生産に取り組んでいます。

●令和２年度は、 国研 水産研究・教育機構の協力のも

と、約８万７千個体の着底稚貝の生産や分与を受けた着

底稚貝の中間育成を行い、有明海沿岸４県全体では約８

万５千個体を育成しました。

なお、平成 年度から令和２年度までの３年間で着底

稚貝 万個体以上を生産し、生産量は年々増加していま

す。

【有明海漁業振興技術開発事業】

ここれれままででのの主主なな取取組組成成果果 ２２ ４４

タイラギ

人工種苗生産・中間育成

母貝団地への移植

着底環境の改善

【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】

浮遊幼生が着底しやすい環境を整備するため、６月頃の

着底前に、活サルボウ及び貝殻を海底表層に薄く散布し、

これが、着底基質として有効に機能することを確認しまし

た。

タイラギ母貝団地を造成するため、平成 年度から令和

３年３月までに中間育成した人工稚貝約７万４千個体を

箇所の母貝団地に移植しました。

そのうち佐賀県と長崎県では、自県生まれ、自県育ちの

人工稚貝約５千個体を母貝団地に移植しました。

さらに、佐賀県では、平成 年に有明海湾奥部の西部海

域で天然稚貝 ～ 万個体を確認し、そのうち約７万個

体を移植しました。

母貝団地に移植した稚貝計 万４千個体のうち、令和２

年は７月の豪雨の影響により大幅な減耗があったものの、

令和３年３月末時点で目標（２万個体）を上回る約３万９

千個体が生残（約３割）しています。

また、福岡県では、海中育成ネットの母貝生残率が約６

～８割となるなどを確認し、これを母貝団地造成に活用し

ました。

こうした取組により、近年の浮遊幼生確認数は増加傾向

にあります。

・福岡県 約 千個体 ２箇所 ･佐賀県 約 千個体 ６箇所
・長崎県 約 千個体 ４箇所 ･熊本県 約７千個体 １箇所
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（タイラギ種苗生産施設）

また、効果的に餌料環境の改善を図る基盤造成の実証調

査として設置している凹凸覆砂畝型漁場において、令和２

年度には天然稚貝約１千個体の発生を確認しました。

【上段：有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】
【下段：有明海水産基盤整備実証調査】

（海中育成ネット）

（タイラギの着底稚貝 殻長２～３㎜）

（屋内で中間育成中のタイラギ種苗）

（タイラギの生活史）

（タイラギの移植（海中育成かご））（タイラギの移植（被覆網による保護））

（活サルボウ、貝殻散布） （凹凸覆砂畝型漁場）
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